
 美術活動に取り組む障害者やそ
の家族、支援者に対する支援を推
進するため、障害者による美術活
動への支援方法や著作権保護に関
する相談への対応、美術活動を支
援する人材の育成、関係者のネッ
トワークづくりや展示会の開催を
行うことを目的として設置。 
 加えて、２０２０年東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会
の文化プログラムのより効果的な
展開を図るための取組を行う。 

○ 障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会中間とりまとめ（平成25年8月26日）を踏まえ、芸術活動を行う障害者及びその家 
 族並びに福祉事業所等で障害者の芸術活動（※）の支援を行う者を支援するモデル事業を実施し、その成果を普及することにより障害者 
 の芸術活動の支援を推進。                                   （※） 障害者の芸術活動のうち、絵画、陶芸などの作品を作る美術分野            

１．対象事業・補助上限額・補助率  

(1)障害者芸術活動支援ｾﾝﾀｰ 
  の設置          （必須事業） 

 事業実施計画やその進捗状況の
確認、事業実施の協力を行う協力
委員会を設置。 
〈構成員〉 
・ 実施団体の代表 
・ 都道府県の障害福祉担当職 
 員・文化芸術担当職員 
・ 障害者の美術活動を支援する 
 福祉事業所が加盟する団体の代 
 表 
・ 学芸員、弁護士など 
 

(2)協力委員会の設置 
       （必須事業） 

 学芸員と実施団体が連携して、
作品と制作する障害者の調査・発
掘を行い、専門家による評価委員
会で評価し、企画展により発信す
る一連のプロセスを実施 

(3)調査・発掘、評価・発信 
       （任意事業） 

 モデル事業連携事務局を設置し、
次の事業を行う。 
ア．実施団体間の連絡調整、  
 連絡会議の企画、モデル事業全 
 体の成果報告のとりまとめ 
イ．実施団体間の情報共有、意見 
 交換を行うための連絡会議設置 
ウ．障害者団体芸術ネットワーク 
 との連携 
エ．文化プログラム調査・研究の 
 とりまとめ 
※（１）～（３）までの事業を全て行
う実施団体の中から1団体を選定 

(4)モデル事業連携事務局の 
   設置        （任意事業） 

 【補助率】 

定額（対象経費の10／10） 

２．モデル事業の実施団体の選定の流れ  

都道府県 

厚生労働省 
（事業応募） 

（推薦依頼） （推薦） 

   ・ 各都道府県が推進してきた団体の事業内容について、外部有識者 

    から構成される『評価委員会』において総合的な評価を行い、予 

    算の範囲内で実施団体を決定 
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障害者の芸術活動支援モデル事業の概要       ［平成28年度予算  1.１億円］ 

（１）及び（２）の事業を実施             10,000千円以内 

（１）、（２）及び（３）の事業を実施                            13,000千円以内                        

（１）、（２）、（３）及び（４）の事業を実施                                           24,000千円以内                                           


